
相 生 市 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 推 進 委 員 会 設 置 要 綱  

（ 設 置 ）  

第 １ 条  相 生 市 子 ど も ・ 子 育 て 会 議 設 置 条 例 （ 平 成 ２ ５ 年 条 例 第 １ ４

号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 事 務 の 調 査 ・ 検 討 を 行 う た め 、 相 生 市 子 ど も ・

子 育 て 支 援 事 業 推 進 委 員 会 （ 以 下 「 推 進 委 員 会 」 と い う 。） を 設 置

す る 。  

 （ 所 掌 事 項 ）  

第 ２ 条  推 進 委 員 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 調 査 ・ 検 討 す る 。  

( 1 )  特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 利 用 定 員 の 設 定 に 関 す る こ と 。  

( 2 )  特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 利 用 定 員 の 設 定 に 関 す る こ と 。  

( 3 )  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 に 関 す る こ と 。  

( 4 )  子 ど も・子 育 て 支 援 に 関 す る 施 策 の 総 合 的 か つ 計 画 的 な 推 進 に

関 し 必 要 な 事 項 及 び 当 該 施 策 の 実 施 状 況 に 関 す る こ と 。  

( 5 )  前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、子 ど も ・ 子 育 て 支 援 に 関 す る 施 策

に 関 し て 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項 に 関 す る こ と 。  

（ 組 織 ）  

第 ３ 条  推 進 委 員 会 は 、 委 員 ２ ０ 人 以 内 を も っ て 組 織 し 、 次 に 掲 げ る

者 の う ち か ら 市 長 が 委 嘱 す る 。  

( 1 )  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 に 関 す る 学 識 経 験 者  

( 2 )  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 に 関 す る 事 業 従 事 者  

( 3 )  子 ど も （ １ ８ 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に

あ る 者 を い う 。） の 保 護 者  

( 4 )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 者  

（ 任 期 ）  

第 ４ 条  委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

２  補 欠 に よ り 指 名 さ れ た 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。 

（ 運 営 ）  

第 ５ 条  推 進 委 員 会 に 委 員 長 を 置 き 、委 員 の 互 選 に よ り こ れ を 定 め る 。 

２  委 員 長 は 、 推 進 委 員 会 を 代 表 し 、 会 務 を 総 理 す る 。  

３  委 員 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 委 員 長 が 欠 け た と き は 、あ ら か じ め



委 員 長 が 指 名 す る 委 員 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

 （ 会 議 ）  

第 ６ 条  推 進 委 員 会 の 会 議 は 、 委 員 長 が 招 集 し 、 委 員 長 が そ の 議 長 と

な る 。た だ し 、全 委 員 委 嘱 後 最 初 に 招 集 さ れ る 推 進 委 員 会 の 会 議 は 、

市 長 が こ れ を 招 集 す る 。  

２  推 進 委 員 会 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 、 こ れ を 開 く こ と

が で き な い 。  

３  推 進 委 員 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 委 員 以 外 の 者 の 出 席

を 求 め 、 意 見 又 は 説 明 を 聴 取 す る こ と が で き る 。  

４  推 進 委 員 会 の 会 議 は 、 原 則 と し て 公 開 と す る 。  

 （ 庶 務 ）  

第 ７ 条  推 進 委 員 会 の 庶 務 は 、 子 育 て 支 援 室 に お い て 行 う 。  

 （ 委 任 ）  

第 ８ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、推 進 委 員 会 の 運 営 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 委 員 長 が 推 進 委 員 会 に 諮 っ て 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ５ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 相 生 市 次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 協 議 会 設 置 要 綱 及 び 相 生 市 幼 保 一

体 化 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 の 廃 止 ）  

２  次 に 掲 げ る 訓 令 は 、 廃 止 す る 。  

( 1 )  相 生 市 次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 協 議 会 設 置 要 綱 （ 平 成 １ ９ 年 相

生 市 訓 令 第 ４ ３ 号 ）  

( 2 )  相 生 市 幼 保 一 体 化 検 討 委 員 会 設 置 要 綱（ 平 成 ２ ３ 年 相 生 市 訓 令

第 １ ０ 号 ）  

 （ 委 員 の 任 期 の 特 例 ）  

３  こ の 訓 令 の 施 行 の 日 以 後 、 最 初 に 委 嘱 す る 委 員 の 任 期 は 、 第 ４ 条

の 規 定 に か か わ ら ず 平 成 ２ ７ 年 ７ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。  

 


